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～～ 児童憲章（基本綱領） ～～ 

  児童は、人として尊ばれる。 

  児童は、社会の一員として重んぜられる。 

  児童は、よい環境の中で育てられる。 

 

 

 

 

 

 

本誌は平成 29年度の情報をもとに作成しております。 

制度の改正等により内容が変更となる場合がございますので、ご確認の上 

ご利用ください。 
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